
 

 

 １ 鎌倉市の行政評価 

(１ ) 行政評価とは  

地方自治法（昭和 22 年４月法律第 67 号）第２条第 14 項では、「地方公共団体は、

その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で

最大の効果を上げるようにしなければならない。」と規定しています。 

鎌倉市においても、効率的かつ効果的に行財政運営が行われるよう、行政内部の見直

しや、外部の視点からのチェックにより、行政評価を行っています。 

 

(２ ) 行政評価の目的  

本市の行政評価は、基本計画を着実に推進することを目的に、事業の効率性や有効性、

公平性、妥当性に加え、施策が順調に推進しているか等について、評価しています。 

この評価を踏まえ、限られた予算の中で効率的・効果的に施策を推進するための取組

の課題や重点を明らかにし、運営資源の最適配分に活用することとします。 

 

(３ ) 鎌倉市の取組  

ア PDCA マネジメントサイクルによる取組 

鎌倉市では行政評価の取組として、市役所内部の見直しである行政内部評価と、外部

の視点でチェックする行政外部評価を実施しており、ＰＤＣＡマネジメントサイクルで

は、“Ｃ”（ｃｈｅｃｋ ＝ 評価）に該当するものです。 

この報告書は、行政内部評価及び行政外部評価の報告書となります。 

【ＰＤＣＡマネジメントサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） 

基本計画の分野に

設定された「目標と

すべきまちの姿」の

実現に向けた取組

を計画する。 

Do（実行） 

計画した取組

を、最少の経費

で最大の効果を

得られるよう実

行する。 

Check（評価） 

課題に対する取組は適切

であったか、効果はどうで

あったかを検証する。 

 

Action 

（今後の方針） 

課題を解決する

ための取組の方

針を決定する。 行政評価 

内部評価 

外部評価 
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イ これまでの経過 

これまで本市では、事務事業評価を平成 14年度（2002 年度）に試行、平成 15 年

度（2003 年度）から本格導入しており、予算体系における中事業を対象に、各所管課

での内部評価を実施してきました。また、第３次鎌倉市総合計画第２期基本計画の政

策・施策体系の分野を対象とした施策進行評価を、平成 18 年度（2006 年）に試行、

平成 19 年度（2007 年度）から本格導入しました。 

第２期基本計画までは、基本計画の施策体系と予算体系の整合が図られていなかった

ことから、平成 26年度（2014 年度）までは、事務事業評価と施策進行評価の２種

類の行政評価を実施してきました。 

事務事業評価では、評価対象を予算体系における中事業とし、客観的な基準や成果指

標から効率性・有効性・公平性・妥当性を評価することで事務改善を図り、より効果的

な行政運営を進めるための自己点検ツールのひとつとして、事務事業全体の適正な執行

管理を行ってきました。 

また、施策進行評価では、評価対象を第２期基本計画の政策・施策体系における“分

野”とし、指標を活用しながら、分野ごとの「めざすべきまちの姿」の達成に向けた課

題や問題点を抽出し、取組方針の策定に活用することで、第２期基本計画の適正な進行

管理を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、平成 26 年度（2014 年度）からの第３期基本計画のスタートに伴い、基

本計画の施策体系と予算体系の整合を図り、予算体系における“大事業”が基本計画におけ

る“分野”と、予算体系における“中事業”が基本計画における“施策の方針”と連動する

こととなりました。よって、“中事業”の下にある“小事業”が、基本計画を実現するため

の「手段」としてこれまで行ってきたように事務事業評価と施策進行評価という２種類の評

価を別々に行うのではなく、まず、基本計画を実現するための「手段」である小事業の評価

（「行政評価シート【個表】」の作成）を行い、それを踏まえ、計画の推進に向けた考え方

及び施策の方針（以下「施策の方針等」という。）である中事業の評価（「行政評価シート」

の作成）を行うことで、一体的に第３期基本計画の評価を実施することとしました。 
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これにより、実施事業の評価と施策の方針等の評価を一体的に行うことで、施策と事業

の関係がより明確になるとともに、第 2 期基本計画の“分野”を単位として実施してきた

評価（施策進行評価）と比較し、細かな単位である第 3 期基本計画の“施策の方針等”を

対象として評価を実施することにより具体的、かつきめ細かな評価が可能となっています。 

 

ウ 評価対象 

（ア） 施策の体系 

令和元年度（2019 年度）行政評価の対象となっている平成 30 年度（2018 年度）

は、第３期基本計画後期実施計画の 2 年度目となっています。 

 

 

 

 

       

 

 

第 3 次鎌倉市総合計画では、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想

を定め、基本構想の実現に向けて、３つのまちづくりの基本理念の下、将来都市像と６

つの将来目標を設定しています。 

第３期基本計画では、総合計画の将来目標を実現するために施策体系を組み、24 の

分野ごとに施策の方針を位置付けて、施策の方針ごとの「目標とすべきまちの姿」を達

成するための実施事業を推進しています。 

3



 

 

また、全ての分野にまたがる「計画の推進に向けた考え方」として、市民自治、行財

政運営、防災・減災、歴史的遺産と共生するまちづくりの４つを位置付け、これらを実

現するための実施事業も推進しています。 

鎌倉市の行政評価では、行政内部評価としてまず、実施事業ごとの評価と施策の方針

等ごとの評価を行い、それを踏まえ、行政外部評価で、施策の方針等ごとの評価を実施

しています。 

 

 

 

次のページに、基本構想及び第３期基本計画における施策の体系を示します。 

 

 

 

   

 

実施事業単位での 
評価の実施（内部評価） 

施策の方針等単位での
評価の実施 
（内部・外部評価） 

基本計画における「施策の方針」 

または 

「計画の推進に向けた考え方 

実施事業 

事務事業 

政策評価の検討 

 

総合計画の将来目標の分野 

令和元年度（2019 年度）の行政評価 
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（イ） 実施事業の評価における評価対象   

実施事業評価では、評価結果を次年度の予算編成の資料としても活用できるよう、前年度

（平成 30 年度（2018 年度））に市が実施した実施事業の決算数値等に基づいた事後評価

を行っています。 

令和元年度（2019 年度）の行政評価では、全ての実施事業（元金償還金、支払利子、職

員給与費、遺族扶助料、市税等過誤納還付金など、評価になじまない事業を除く。）を対象

とし、361 事業について評価を実施しました。表１－１に、部別評価対象実施事業数の一覧

を示します。 

なお、市では、限られた職員数や財源の中で、組織の合理化を図りつつ生産性の向上に取

り組むことや、本市が直面している喫緊の課題に対応するため、関連する部局間の連携を強

化することなどを目指して、平成 30 年（201８年）4 月 1 日付で機構改革を行いました。 

これに伴い、一部、平成 29 年度に施策を実施した部課名と平成 30 年度の施策の評価を 

行った部課が異なる場合があります。 

 

表１－１ 部別評価対象実施事業数 ※（ ）は平成 30 年度 

部名（令和元年度） 事務事業数 部名（令和元年度） 事務事業数 

共創計画部 25 (25) 都市景観部 12 (12) 

歴史まちづくり推進担当 3 (3) 都市整備部 51 (51) 

行政経営部 11 (11) 会計課 1 (1) 

総務部 21 (21) 議会事務局 4 (4) 

防災安全部 10 (10) 教育部 39 (39) 

市民生活部 32 (32) 文化財部 8 (8) 

こどもみらい部 38 (34) 選挙管理委員会事務局 4 (5) 

健康福祉部 55 (58) 監査委員事務局 1 (1) 

環境部 25 (25) 農業委員会事務局 1 (1) 

まちづくり計画部 9 (9) 消防本部 11 (11) 

      合計 361 （361） 
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（ウ） 施策の方針等の評価における評価対象   

 施策の方針等の評価では、24 の分野ごとに位置付けている合計 51 の「施策の方針」及び、

４つの「計画の推進に向けた考え方」のうち予算体系において直接、位置付けられる事業の

ない１つ（防災・減災）を除いた、合計 54の施策の方針等を評価対象としました。 

 

（エ） 市民意識調査結果の活用   

鎌倉市では、基本計画の進捗を測る指標として、市民 2,000 人を対象とした「鎌倉市

民意識調査（無作為抽出・無記名アンケート方式）」を実施し、このアンケート結果を活

用することで、行政評価を行っています。 

平成26年度からは第3期基本計画の施策の方針等ごとの認知度、費用対効果の妥当性、

市民ニーズ、重要度を調査しており、今年度の行政評価では、平成 30 年度の調査結果に

加え、平成 26年度、平成 27 年度、平成 28 年度及び平成 29 年度の調査結果の経年変

化についても評価に活用しました。 
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